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審議会での主な発言要旨と基本的な考え方・対応について 

 

・※印は協議資料３に記載している「具体的な事業」の名称を表す 

・「ＷＬＢ」は「ワーク・ライフ・バランス」を表す 

 

体系 発言の趣旨 基本的な考え方・対応について 会議 

Ⅰ
―
２ 

・「男女共同参画の視点に立った教育・学習の充

実」において，「第 2 次性徴期」に限定するの

ではなく，小学生から大学生まで継続的な学

習や教育が必要である。 
 
 
・学校教育だけでなく，社会や家庭において人

権や男女平等の感覚を養い，気づきを促すこ

とが大切である。 

・幼児から一般まで，発達段階に応じた継続的

な男女共同参画教育や学習に取り組む。 

※「男女共同参画の視点を踏まえた保育研修会

の実施」 

※「小・中学生へのキャリア教育の実施」 

※「小・中・高・大学生等への出前講座の実施」

・男女共同参画の視点に立った教育として，家

庭教育・学校教育に加え，地域教育の視点を

盛り込む。施策番号 6「男女共同参画の視点

に立った地域教育の推進」として反映済み。

審① 

審② 

 

Ⅰ
―
２ 

・キャリア教育を受けてきた若者が，就職後も

企業においても引き続き受けることが大切で

ある。行政が，企業担当者や若手職員などを

対象にしたキャリアデザイン教育研修会や勉

強会などの施策も必要ではないか。 

※「小・中学生へのキャリア教育の実施」を新

たに計画に位置づけ。 

※「男女共同参画推進講座等の実施」 

※「企業啓発出張セミナーの実施」 

審① 

Ⅱ
―
３ 

・「意思決定の場における男女共同参画の推進」

が特徴とあるが，以前から取り組んできた事

業であり，あえて特徴として出す必要はない

のではないか。 

・「意思決定の場」への女性の参画促進を大き

な課題として認識しているため，積極的な事

業を展開していきたい。 
 

審② 

Ⅱ
―
３ 

・宇都宮市職員の管理職への女性登用について

もぜひ積極的改善措置に取り組んで欲しい。

・国の第 3 次行動計画においては，「都道府県

の本庁課長相当職以上に占める女性の割合」

を 10%程度（平成 27 年度末）としており，

参考指標として見せていくことも必要であ

る。 

審② 

Ⅱ
―
３ 

・行政が男女共同参画施策に取り組むには限界

があり，市民団体と一緒になって取り組むべ

き。 
 

・施策番号 8「男女共同参画推進団体等の育

成・支援」や，「計画の推進」に反映済み。

※「団体登録制度の導入」 

※「登録団体との連携イベントの開催」 

※「協働型啓発講座の実施」 

※「活躍する場や機会の提供」 

審① 
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Ⅱ
―
４ 

・「あらゆる分野への男女共同参画の実現」のな

かで，「地域社会への参画」という言葉を入れ

てはどうか。 

・施策番号 9「まちづくり活動や専門分野にお

ける男女共同参画の推進」として反映済み。 審② 

Ⅱ
―
４ 

・防災の分野における「意思決定の場」への女

性の参画がとても少ない。計画の中にぜひ「防

災における男女共同参画」を反映して欲しい。

・施策番号 9「まちづくり活動や専門分野にお

ける男女共同参画の推進」の事業に盛り込

む。 

※「防災活動や災害発生時における男女共同参

画の推進」 

審② 

Ⅱ
―
４ 

・基本目標の「仕事と生活の調和の実現」につ

いては，他の基本目標とレベルが違うと思う。

言葉にこだわりすぎているのではないか。男

女共同参画課として取り組むべき WLB の視

点を見せた方が良い。 
 
 
 
・「仕事と生活の調和」とあるが，仕事も生活の

一部に含まれると思う。WLB が適当な言葉

であるかどうか。 

・「仕事と生活の調和（WLB）の実現」を基本

目標とすると，概念が広くなりすぎて解釈が

分かれるため，男女共同参画の視点から，基

本目標「さまざまな分野における男女共同参

画社会の実現」を達成するための「施策の方

向」に位置づけた。これに伴い，各階層に重

複する文言が見られたことから，全体の階層

数を削減（5 層⇒4 層）済み。 

・「仕事と生活が充実し，好循環を生み出す環

境づくり」に修正済み。 

 

審① 

審② 

そ
の
他 

・第 3 次行動計画の基本理念は，男女共同参画

推進条例の基本理念を準用するのではなく，

課題を踏まえ，新たに定める必要があるので

はないか。 

・本市男女共同参画の基本理念は条例で定めて

おり，条例の基本理念を具現化するための計

画として位置づけている。 
審② 

 


